
 

 

2025年９月 

発行登録追補書類に記載の事項 
 

発行登録追補書類番号６－関東１－２ 

2025年９月12日提出 

 

株式会社みずほ銀行2030 年９月 27日満期 米ドル建社債 
 

本書及び本社債に関する2025年９月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、

これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2025年９月 12日付発行登録追補書類のうち、同発行

登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 

 

【今回の売出金額】 

株式会社みずほ銀行2030年９月27日満期 米ドル建社債 

305百万米ドル（邦貨換算額 44,999,700,000円） 

（上記邦貨換算額は、１米ドル＝147.54円（2025年９月11日現在における株式会社みずほ銀行発表の米ドルの日本円

に対する対顧客電信直物売買相場の仲値）で換算されております。） 

 

【発行登録書の内容】 

提出日 2024年２月14日 

効力発生日 2024年２月22日 

有効期限 2026年２月21日 

発行登録番号 ６－関東１ 

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 300,000百万円 

 

【これまでの売出実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 売出金額（円） 
減額による 

訂正年月日 
減額金額（円） 

６－関東１－１ 2024年 10月 11日 
10,457,200,000円 

46,502,880,000円 
－ － 

実績合計額（円） 
56,960,080,000円 

（56,960,080,000円） 
減額総額（円） なし 

（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基

づき算出しております。 

  

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）  243,039,920,000円 

（243,039,920,000円） 

（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）

書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。

（発行残高の上限を記載した場合）  

該当事項なし  

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし 

【縦覧に供する場所】 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。  
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第一部【証券情報】 

 

＜株式会社みずほ銀行2030年９月27日満期 米ドル建社債に関する情報＞ 

 

第２【売出要項】 

１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

 

銘柄 
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総
額 

売出価額の総額 
売出しに係る社債の所有者の住所及び
氏名又は名称 

株式会社みずほ銀行 2030 年９月

27 日満期 米ドル建社債（以下

「本社債」という。） 

305 百万米ドル 305 百万米ドル 

みずほ証券株式会社 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

楽天証券株式会社 

東京都港区南青山二丁目６番 21 号 

（以下それぞれ「売出人」という。） 

記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 

無記名式 1,000 米ドル 年率 3.69％ 
３月 27 日 

及び９月 27 日 
2030 年９月 27 日 

 

【売出社債のその他の主要な要項】 

(1）利息 

(a）本社債の利息 

 各本社債に対しては、2025年９月29日（以下「利息開始日」という。）（同日を含む。）から、2030年９月

27日（以下「満期日」という。）（同日を含まない。）まで、その額面金額である1,000米ドルに対して年率

3.69％（以下「本利率」という。）の利率の利息が付されるものとする。利息は、2026年３月27日を初回とし

て満期日までの毎年の３月27日及び９月27日（以下「利払期日」という。）に、利息開始日又は直前の利払期

日（いずれも同日を含む。）から当該利払期日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」という。）

について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000米ドル当たりの利息金額は、

18.45米ドルとする。ただし、2026年３月27日の利払期日に支払われるべき1,000米ドル当たりの利息金額は、

18.25米ドルとする。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 該当事項なし 

 

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】 

 該当事項なし 

 

 

第三部【参照情報】 

第２【参照書類の補完情報】 

 参照書類としての有価証券報告書（以下「有価証券報告書」といいます。）に記載された「事業等のリスク」につい

て、有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2025年９月12日）までの間において生じた変更その他の

事由はありません。 

 また、有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要はない

と判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 
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1． この発行登録目論見書が対象とする社債 300,000 百万円の売出しに関する発行登録については、

発行者は金融商品取引法第 23 条の３第１項の規定により、発行登録書を 2024 年２月 14 日に

関東財務局長に提出し、2024 年２月 22 日にその効力が生じています。 

2． この発行登録目論見書に記載された内容については、今後訂正されることがあります。また、

参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがあります。 

3． この発行登録目論見書に記載された株式会社みずほ銀行2030年９月 27日満期 米ドル建社債

（以下「本社債」といいます。）を売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付いたし

ます。 

 

本社債への投資にあたっての留意事項 

 

 各投資家は、本社債に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報と同様に留意

すべきである。投資に関する決定を行う場合、本社債に関する長所とリスクを含む、本社債の発行者及び本社債の売出し

の条件に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければならない。以下に記載されているリスクのみが、本社債に

影響を与えうるものではない。同様に、発行者が本書日付現在において知るところではない別のリスクが発行者の業務、

財務状態、業績に悪影響を与える可能性がある。本社債の市場価格は、一つ又は複数のそれらのリスク又は要因によって

下落する可能性があり、本社債への投資の全部又は一部が失われる可能性がある。 

 

＜本社債に関するリスク要因＞ 

 

本社債の市場価格が変動するリスク 

 本社債の市場価格は、金利の動向及びその水準の変化並びに金利の変動性（ボラティリティ）によって変動する。

このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。 

 

為替相場が変動するリスク 

 本社債は、米ドル貨をもって表示されるため、日本円／米ドル間の外国為替相場の変動により影響を受けることがある。 

 

信用リスク 

 本社債の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、本社債の市場価格が変動することにより売却損が生じるおそれが

ある。本社債の発行者等の信用状況の悪化等により、償還金額や利息の支払いが滞ったり、支払不能が生じたりして、

投資額の一部又は全部を失うおそれがある。 

 

本社債の流動性に関するリスク 

 本社債は、市場環境の変化により本社債の流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない

可能性がある。また本社債を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができない、又は購入時の

価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。 

 

税務・会計リスク 

 本社債を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、当初予定

していた経済効果が得られないことがある。 
 



 

 

【表紙】 
 

【提出書類】 発行登録書（訂正を含む。） 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2024年２月14日 発行登録書提出 

2024年２月27日 訂正発行登録書提出 

2024年９月27日 訂正発行登録書提出 

2025年６月17日 訂正発行登録書提出 

2025年８月29日 訂正発行登録書提出 

【会社名】 株式会社みずほ銀行 

【英訳名】 Mizuho Bank, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  加藤 勝彦 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

【電話番号】 東京 03（3214）1111（大代表） 

【事務連絡者氏名】 総合資金部 次長  高橋 一行 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

【電話番号】 東京 03（3214）1111（大代表） 

【事務連絡者氏名】 総合資金部 次長  高橋 一行 

【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債 

【発行登録書の提出日】 2024年２月14日 

【発行登録書の効力発生日】 2024年２月22日 

【発行登録書の有効期限】 2026年２月21日 

【発行登録番号】 ６－関東１ 

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 

300,000百万円 

【発行可能額】 243,039,920,000円 

（243,039,920,000円） 

（注） 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ

き算出しております。 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。 

【縦覧に供する場所】 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。 
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第一部【証券情報】 
 

＜株式会社みずほ銀行2030年９月27日満期 米ドル建社債に関する情報＞ 

 

第１【募集要項】 
 該当事項なし 

 

第２【売出要項】 
 以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又

は「発行登録追補書類」に記載する。 

 

１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

 

銘柄 
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総
額 

売出価額の総額 
売出しに係る社債の所有者の住所及び
氏名又は名称 

株式会社みずほ銀行2030年９月27

日満期 米ドル建社債（以下「本

社債」という。）（注１） 

（未定）米ドル 

（注２） 

（未定）米ドル 

（注２） 

みずほ証券株式会社 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

楽天証券株式会社 

東京都港区南青山二丁目６番21号 

（以下それぞれ「売出人」という。） 

記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 

無記名式 1,000米ドル 

年率（未定）％ 

（年率2.80％から

4.80％までを仮条件

とする。） 

（注２） 

３月27日 

及び９月27日 
2030年９月27日 

 （注１） 本社債は、ユーロ市場において、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほ銀行（以下

「発行会社」という。）の300億米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「本ＭＴ

Ｎプログラム」という。）に基づき、2025年９月29日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証

券取引所に上場される予定はない。 

 （注２） 上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 

上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、仮条件に基づく本社債の需要状況を勘案した上で決定され

る。 

本社債に関する予定及び未定の発行条件は、需要状況を勘案した上で、2025年９月中旬までに決定される予

定である。なお、仮条件は市場の状況を勘案して変更されることがあり、また決定される利率は上記の仮条

件の範囲外の値となる可能性がある。 

 （注３） 本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以

下「信用格付業者」という。）から提供され、又は閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 

なお、本ＭＴＮプログラムに対しては、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディ

ーズ」という。）によりＡ１の格付が、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆

Ｐ」という。）によりＡの格付が、株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡＡの格

付が、それぞれ付与されているが、この格付は直ちに本ＭＴＮプログラムに基づき発行される個別の社債に

適用されるものではない。 

ムーディーズの信用格付の前提、意義及び限界については、ムーディーズのホームページ

（https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news）の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリック

して表示されるページの「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」にお

いて公表されている。 

Ｓ＆Ｐの信用格付の前提、意義及び限界については、Ｓ＆Ｐのホームページ

（https://www.spglobal.com/ratings/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け」をクリックし

て表示されるページに掲載されている「格付けの前提･意義･限界」において公表されている。 
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Ｒ＆Ｉの信用格付の前提、意義及び限界については、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能

力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用

格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリス

クについて、何ら意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過

去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の

意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、い

かなる保証もしていない。 

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正

確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す

ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。 

一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ

とが知られている。 

 

 （注４） 本社債のその他の主要な条項及び条件（以下「本社債要項」という。）については、下記「売出社債のその

他の主要な要項」を参照のこと。 

 

２【売出しの条件】 

売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 

額面金額の

100.00％ 

2025年９月16日から 

同年９月29日まで 

（注１） 

額面1,000米ドル以上 

額面1,000米ドル単位 
なし 

各売出人の日本国内の本

店、各支店及び各営業部店

（注２） 

売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 

該当事項なし 該当事項なし 

 （注１） 本社債の発行日は2025年９月29日、受渡期日は2025年９月30日（日本時間）である。 

 （注２） 本社債の申込み及び払込みは、本社債の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証

券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設し

なければならない。売出人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従

い、申込人に対する本社債の券面の交付は行われない。 

 （注３） 本社債は、1933年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。）に基づき登録され

ておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の

登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人（U.S. Person）に対し、米国人の計

算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「（注３）」にお

いて使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションＳにより定義された意味を有する。 

 （注４） 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、

合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人（United States Person）に対して本社債の募集、売出

し又は交付を行ってはならない。この「（注４）」において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法（そ

の後の改正を含む。）において定義された意味を有する。 

 （注５） 欧州経済領域におけるリテール投資家に対する販売の禁止： 

本社債は、欧州経済領域（以下「EEA」という。）におけるリテール投資家に対して、募集され、販売され、

又はその他の方法で入手可能とされることを企図しておらず、募集され、販売され、又はその他の方法で入

手可能とされるべきではない。これらの目的上、リテール投資家とは、(ⅰ) 指令（EU）第2014/65号（以下

「MiFID II」という。）第４(１)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ) 指令（EU）2016/97号

（以下「保険販売業務指令」という。）にいう顧客であって、MiFID II第４(１)条第10号において定義され

るプロ顧客の資格を有していない者、又は(ⅲ) 規則（EU）第2017/1129号（以下「目論見書規則」とい

う。）において定義される適格投資家ではない者のいずれか（又はこれらの複数）に該当する者をいう。そ

のため、EEAにおけるリテール投資家に対して、本社債の募集若しくは販売又はその他の方法で本社債を入

手可能とすることに関し、規則（EU）第1286/2014号（以下「PRIIPs規則」という。）により求められる重要

情報書面は作成されておらず、したがって、EEAにおけるリテール投資家に対して、本社債の募集若しくは

販売又はその他の方法で本社債を入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき違法となる可能性がある。 

  

2-　　-



 

 

 

 （注６） 英国におけるリテール投資家に対する販売の禁止： 

本社債は、英国におけるリテール投資家に対して、募集され、販売され、又はその他の方法で入手可能とさ

れることを企図しておらず、募集され、販売され、又はその他の方法で入手可能とされるべきではない。こ

れらの目的上、リテール投資家とは、(ⅰ)内国法の一部を構成する規則（EU）第2017/565号第２条第８号に

おいて定義されるリテール顧客、(ⅱ) 2000年金融サービス・市場法（以下「FSMA」という。）並びに保険販

売業務指令を実施するためにFSMAに基づき制定された規則又は規制の意味における顧客であって、内国法の

一部を構成する規則（EU）第600/2014号第２(１)条第８号において定義されるプロ顧客の資格を有していな

い者、又は(ⅲ)内国法の一部を構成する目論見書規則第２条において定義される適格投資家ではない者のい

ずれか（又はこれらの複数）に該当する者をいう。そのため、英国におけるリテール投資家に対して、本社

債の募集若しくは販売又はその他の方法で本社債を入手可能とすることに関し、内国法の一部を構成する

PRIIPs規則（以下「英国PRIIPs規則」という。）により求められる重要情報書面は作成されておらず、した

がって、英国におけるリテール投資家に対して、本社債の募集若しくは販売又はその他の方法で本社債を入

手可能とすることは、英国PRIIPs規則に基づき違法となる可能性がある。 

 

【売出社債のその他の主要な要項】 

 本社債及び利札（下記に定義される。）は、本ＭＴＮプログラムから発行される社債の発行者としての株式会社み

ずほフィナンシャルグループ及び発行会社並びに受託者としてのBNY Mellon Corporate Trustee Services Limited

（以下「受託会社」という。）の間で締結された2021年８月31日付の信託証書（その後随時行われた変更及び／又は

補足及び／又は置換を含み、以下「信託証書」という。）、並びに発行会社、株式会社みずほフィナンシャルグルー

プ、受託会社及びMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.の間で締結された2017年８月31日付の代理人契約（そ

の後随時行われた変更及び／又は補足及び／又は置換を含み、以下「代理人契約」という。）に従い発行されるもの

である。Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.は、代理人契約に基づき、本社債に関する代理人兼支払代理人

に任命されている（以下それぞれ「代理人」及び「支払代理人」といい、これらの用語はその後任も含む。）。 

 信託証書及び代理人契約の写しは、受託会社の事務所並びに代理人及び支払代理人の指定事務所において、閲覧に

供される。本社債の所持人（以下「本社債権者」という。）及び本社債に関する利札（以下「利札」という。）の所持

人（以下「利札所持人」という。）はそれぞれ、各々に適用のある信託証書及び代理人契約の全ての規定を知らされ

ているものとみなされる。 

 

(1）利息 

(a）本社債の利息 

 各本社債に対しては、2025年９月29日（以下「利息開始日」という。）（同日を含む。）から、2030年９月27日

（以下「満期日」という。）（同日を含まない。）まで、その額面金額である1,000米ドルに対して年率（未定）％

（年率2.80％から4.80％までを仮条件とする。）（以下「本利率」という。）の利率の利息が付されるものとす

る。利息は、2026年３月27日を初回として満期日までの毎年の３月27日及び９月27日（以下「利払期日」とい

う。）に、利息開始日又は直前の利払期日（いずれも同日を含む。）から当該利払期日（同日を含まない。）まで

の期間（以下「利息期間」という。）について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき

1,000米ドル当たりの利息金額は、（未定）米ドルとする。ただし、2026年３月27日の利払期日に支払われるべき

1,000米ドル当たりの利息金額は、（未定）米ドルとする。 

 利払期日が営業日（下記に定義される。）ではない場合、かかる利払期日は翌営業日まで延期される。ただ

し、翌営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日をかかる利払期日とする。 

 本項において「営業日」とは、ニューヨーク市及び東京において商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済及

び一般業務（外国為替及び外貨預金取引を含む。）を行っている日をいう。 

 本社債につき利払期日以外の日に終了する期間について支払われる利息の額の計算が必要とされる場合は、本

社債の額面金額ごとに支払われる利息の額は、本社債の額面金額に本利率を乗じて得られた額に、日割計算調整

日数を乗じることにより計算する。ただし、かかる計算によって算出される金額は、１セント未満を四捨五入す

るものとする。 
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 「日割計算調整日数」とは、ある期間（当該期間の初日を含むが最終日を除く。）（利息期間であるか否かにか

かわらず、以下「計算期間」という。）の本社債の利息の額の計算に関して、下記の計算式に基づき、当該計算

期間中の日数を360で除して得られる数字をいう。 

 

日割計算調整日数＝
[360ｘ(Y2－Y1)]＋[30ｘ(M2－M1)]＋(D2－D1) 

360 

 

 上記計算式において 

“Y1”とは、当該計算期間の初日が属する年を数字で表現したものをいう。 

“Y2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する年を数字で表現したものをいう。 

“M1”とは、当該計算期間の初日が属する暦月を数字で表現したものをいう。 

“M2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表現したものをいう。 

“D1”とは、当該計算期間の初日である暦日を数字で表現したものをいう（ただし、その数字が31の場合

は、D1は30とする。）。 

“D2”とは、当該計算期間の最終日の翌日に該当する暦日を数字で表現したものをいう（ただし、その数字

が31の場合は、D2は30とする。）。 

 

(b）利息の発生 

 各本社債には、満期日以降は利息が付されない。ただし、適法な本社債の呈示がなされたにもかかわらず、元

金の支払いが不当に留保又は拒絶された場合は、各本社債に対し、(ⅰ)当該本社債に関して支払期日が到来して

いる全額が支払われた日、又は(ⅱ)代理人が本社債に関して支払期日が到来している全額を受領し、第(9)項に

従い又は個別にその旨の通知をした日から５日目の日のいずれか早い方の日（同日を含まない。）まで継続して

利息が付される。 

 

(2）償還・買入れ 

(a）満期時償還 

 本項に基づき本社債が償還期限前に償還又は買入消却されない限り、発行会社は、各本社債を、満期日に米ド

ルにより額面金額で償還する。 

 

(b）期限前償還 

 下記(c)による本社債の償還時又は第(8)項に定めるその償還時期に当該本社債につき支払われる期限前償還金

額は、別途定めのない限り額面金額とする。 

 

(c）税制上の理由による償還 

 本社債は、(ⅰ)発行日以後を効力発生日として日本若しくはその行政単位又はその税務当局の法令又は規則の

改正がなされ、又は当該法令若しくは規則の適用若しくは公式解釈に変更が生じた結果、発行会社が第(6)項に

規定若しくは言及される追加金額の支払いを義務づけられるか今後義務づけられることとなり、(ⅱ)発行会社が

その利用することのできる合理的な措置をもってしてもかかる義務を回避することができない、と受託会社が判

断する場合、発行会社の選択により、受託会社及び代理人に対する並びに（第(9)項に基づく）本社債権者に対

する30日以上60日以内の事前の償還通知（当該通知は取り消すことができない。）をもって、その期限前償還金

額（上記(b)に記載される。）に指定の償還期日（同日を含まない。）までに発生した利息（もしあれば）を加え

た額により、その全部（一部は不可とする。）を償還することができる。償還通知に指定される償還期日は、利

払期日であるか否かを問わない。ただし、本社債につき発行会社がかかる追加金額を支払うことを義務づけら

れ、支払わなければならない日のうち最も早く到来する日の90日よりも前に、かかる償還通知を行ってはならな

い。発行会社は、本項に従い償還通知を公表する場合、それがいかなる償還通知であっても、当該通知を行う前

に、受託会社に対し、発行会社が当該償還を実施する権利を有していることを述べると共に、当該償還を行う発

行会社の権利の前提条件が生じたことを示す事実の表明を記載した、発行会社の授権役員１名により署名された

証明書、及び発行会社が、当該変更又は改正の結果、かかる追加金額の支払義務を負ったあるいは今後負う旨

の、受託会社が承認する定評のある独立したリーガルアドバイザーの意見書を交付する。受託会社は、かかる証

明書及び意見書を上記の前提条件が生じたことを示す十分な証拠として受領する権利を有し、受託会社により受

領されたかかる証明書及び意見書は、終局的な証拠として本社債権者及び利札所持人を拘束する。 
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(d）買入れ 

 発行会社又はその子会社（信託証書に定義される。）はいつでも、本社債を（確定社債券の場合、それに付属

する期限未到来の利札の全部を当該社債券と共に買い入れることを条件として）任意の方法かつ任意の価格で、

買い入れることができる。買入れが入札によってなされる場合には、本社債の全ての所持人に対し平等に買入れ

の申込みを行わなければならない。発行会社により買入れの方法で取得された本社債は、保有、再発行若しくは

転売するか又は発行会社の選択により支払代理人による消却のために提出することができる。 

 

(e）消却 

 発行会社は、本社債要項の規定に従い償還通知が有効に行われた（かつ取り消されていない）全ての本社債を

償還する義務を負う。償還された全ての本社債は、（確定社債券の場合、添付されているか又は償還時に共に提

出された期限未到来の利札の全部と共に）直ちに消却される。消却された全ての本社債及び上記(d)に従い買入

消却された本社債は、（確定社債券の場合、共に消却された期限未到来の利札の全部と共に）代理人に引渡さ

れ、再発行又は転売は認められないものとする。 

 

(3）支払い 

(a）支払方法 

 支払いは、下記を条件として、受取人によりニューヨーク市に所在する銀行に開設された米ドル建ての口座へ

の入金若しくは送金、又は、受取人の選択により、ニューヨーク市に所在する銀行を支払先とする米ドル建ての

小切手により行う。 

 支払いは、いかなる場合も、支払地において適用ある財務その他の法令、及び1986年米国内国歳入法（以下

「内国歳入法」という。）第1471条(b)に記載の合意に従い要求されるか、又は内国歳入法第1471条から第1474条

までの規定、かかる条項に基づく規則若しくは合意、かかる条項の公的な解釈若しくはかかる条項に関する政府

間アプローチを施行する法律に従って課される源泉徴収又は控除に従うものとする（ただし、第(6)項の規定が

それにより損なわれるものではない。）。また、本社債に対する支払いは、それに関して発行会社及びいずれかの

支払代理人に対して適用される法令又は行政上の慣行（日本の税法に基づき適用される要件を含む。）に従って

行われる。かかる支払いについて、手数料又は費用が、本社債権者又は利札所持人に課せられることはない。

「米ドル」という場合、適用法に基づく承継通貨が含まれる。 

 

(b）確定社債券及び利札の呈示 

 本社債の確定社債券に係る元金の支払いは（下記を条件として）、当該確定社債券の呈示及び提出（又は、期

限が到来した金額の一部支払いの場合は裏書）があった場合にのみ上記(a)に定める方法により行われ、利付き

の確定社債券に係る利息の支払いは（下記を条件として）、利札の呈示及び提出（又は、期限が到来した金額の

一部支払いの場合は裏書）があった場合にのみ上記に定める方法により行われるが、いずれの場合も米国（本書

においては、アメリカ合衆国（州及びコロンビア特別区、その領土及び属領（プエルトリコ米国自治連邦区、米

領ヴァージン諸島、グアム、ウェーク島、米領サモア及び北マリアナ諸島を含む。）を含む。）並びにその管轄に

服するその他の地域をいう。）外のいずれかの支払代理人の指定事務所で行われる。上記(a)に基づき確定社債券

又は利札の所持人の選択により小切手で支払われる場合、当該所持人が指定する米国外の住所に当該所持人の危

険及び費用負担により小切手を郵送又は送付することにより行われる。適用法令に従うことを条件として、かか

る支払いが送金により行われる場合、米国外に所在する銀行に受取人が開設する口座に対し、直ちに現金化可能

な資金により行われる。確定社債券又は利札に係る支払いは、下記を条件として、米国に所在する発行会社若し

くはいずれかの支払代理人の事務所又は代理機関における当該確定社債券又は利札の呈示により行われることは

なく、また、米国に所在する口座又は住所への送金又は郵送により行われることもない。 

 確定様式の本社債は、それに付随する期限未到来の全ての利札を付して支払いのために呈示されなければなら

ず、付されずに呈示された場合には、欠けている期限未到来の利札の金額（又は全額の支払いが行われない場合

には、欠けている期限未到来の利札の金額のうち、支払われるべき金額に対する支払われた金額の割合に相当す

る部分）が、支払われるべき金額から差し引かれるものとする。そのように差し引かれた元金の各金額は、当該

元金に係る関連日（第(6)項に定義される。）から10年以内（当該利札がその他の事由により第(6)項に従って無

効となっているか否かを問わない。）、又はそれより遅い場合には、当該利札がその他の事由により期限到来した

日から５年以内に、欠けていた当該利札の提出と引き換えに、上記の方法により支払われるが、その後はいかな

る場合も支払われない。 

 確定社債券の償還期日が利払期日でない場合、これに関し、直前の利払期日又は利息開始日（場合による）

（当日を含む。）から生じた経過利息（もしあれば）の支払いは、関連ある確定社債券の提出との引き換えによ

ってのみなされる。 
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(c）大券に係る支払い 

 無記名式の大券により表章される本社債に係る元金及び利息（もしあれば）の支払いは（下記を条件とし

て）、代理人の指定事務所における当該大券の呈示又は提出（場合による）と引き換えに、確定社債券に関する

上記に記載の方法又はその他当該大券に定める方法により行われる。当該無記名式の大券の呈示又は提出と引き

換えに行われる各支払いの記録は、元金及び利息の支払いの別を区分して、当該代理人により当該大券上に行わ

れ、かかる記録は支払いがなされたことの一応の証拠となる。 

 

(d）支払いに適用ある一般規定 

 大券の所持人（又は信託証書に定める場合には受託会社）は、当該大券により表章される本社債について支払

いを受けることのできる唯一の権利者とし、発行会社は、当該大券の所持人（若しくは場合により受託会社）に

対し又はその指図に従って支払いを行えば、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・

バンク・エスエー／エヌブイ（以下「ユーロクリア」という。）又はクリアストリーム・バンキング・エスエー

（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。）の記録において当該大券が表章する本社債の特定の額

面金額の実質所持人であると表示された者につき、発行会社が当該大券の所持人（若しくは場合により受託会

社）に対し又はその指図に従って行った各支払いの自己の持分についての請求権の相手方は、ユーロクリア又は

クリアストリーム・ルクセンブルグに限定される。当該大券の所持人（若しくは場合により受託会社）以外の者

は、かかる大券上の期限が到来したいかなる支払いについても、発行会社に対して請求権を有することはない。 

 本(d)の前記の規定にかかわらず、本社債の元利金が米ドルにより支払われる場合、以下の各号に該当する場

合には、本社債に係る元利金の米ドルによる支払いは、米国内の支払代理人の指定事務所において行われる。 

（ⅰ）発行会社が、当該支払代理人が本社債の期限が到来した元利金の全額を米国外の指定事務所において前記

の方法により支払うことが可能であるとの合理的な想定に基づいて、米国外に指定事務所を有する支払代

理人を指名したが、 

（ⅱ）かかる米国外の全ての指定事務所において当該元利金の全額の支払いを行うことが、為替管理その他元利

金の収受に対する規制により、違法とされ又は事実上排除される場合で、 

（ⅲ）米国内の支払代理人の指定事務所における支払いが米国法上認められる場合で、かつ、発行会社の見解に

よれば、その結果発行会社に対して不利な税制上の取扱いが生じることのない場合。 

 

(e）代理人の指名 

 当初の代理人及びその指定事務所は、下記のとおりである。 

代理人兼支払代理人 

Mizuho Trust & Banking（Luxembourg）S.A. 

所在地：1B, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg 
 

 発行会社は、受託会社の事前の承認を得て、代理人又は他のいずれかの支払代理人の指名を変更又は解除し、

追加の代理人又は追加若しくは他の支払代理人を指名し、また、いずれかの支払代理人が行為する指定事務所の

変更を承認する権利を有する。ただし、以下の条件に従う。 

（ⅰ）常時、ヨーロッパ大陸内の受託会社が承認する都市に指定事務所を有する支払代理人（代理人でもよい）

を擁すること。 

（ⅱ）常時、代理人を擁すること。 

 また、発行会社は、上記(d)の最終段落に記載される状況においては、ニューヨーク市に指定事務所を有する

支払代理人を直ちに指名するものとする。いかなる変更、解除、指名又は指定事務所の変更も、第(9)項の規定

に従い本社債権者に30日以上45日以内の事前通知がなされた後に（ただし、支払不能の場合はこの限りでなく、

直ちに）、効力を発生するものとする。 

 

(f）支払期日が支払営業日ではない場合 

 本社債又は利札に係る支払期日が支払営業日ではない場合、その所持人は、当該地における翌支払営業日まで

はその支払いを受ける権利を有さず、またかかる延期について追加の利息その他何らの支払いを受ける権利も有

さない。本項にいう「支払営業日」とは（第(7)項を条件として）、(ⅰ)本社債が確定社債券のみの場合、呈示場

所において商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済及び一般業務（外国為替及び外貨預金取引を含む。）を行

っている日であり、かつ(ⅱ)営業日（第(1)項(a)に定義される。）である日をいう。 
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(g）元金及び利息の解釈 

 本書において、本社債に係る「元金」は、適用ある場合、(ⅰ)第(6)項の規定、又は信託証書に従い同規定に

追加され若しくはこれを代替する約束に基づいて元金に関して支払われる一切の追加金額、(ⅱ)本社債の最終償

還金額、(ⅲ)本社債の期限前償還金額、並びに(ⅳ)本社債に基づき又は本社債につき発行会社から支払われ得る

プレミアム及びその他一切の金額を含むものとみなす。 

 本書において、本社債に係る「利息」は、適用ある場合、第(6)項の規定、又は信託証書に従い同規定に追加

され若しくはこれを代替する約束に基づいて利息に関して支払われる一切の追加金額を含むものとみなす。 

 

(4）本社債の地位 

 本社債及び利札における発行会社の債務は、直接、（第(5)項に従うことを条件として）無担保、無条件かつ非劣

後の債務であり、それら相互間に何ら優劣はなく、日本国の国税及び地方税に関する債務並びにその他日本法に基

づく一定の例外を除き、発行会社のその他全ての無担保債務（劣後債務を除く。）と同順位である。 

 

(5）担保提供制限 

 発行会社は、本社債のうち残存しているもの（信託証書に定義される。）がある限り、(ⅰ)発行会社が発行する

証券に関して期限の到来した支払い若しくは発行会社以外の者が発行する証券について発行会社が供与する保証に

関して期限の到来した支払い、又は(ⅱ)あらゆる証券若しくは保証に関する補償義務若しくは類似する義務に基づ

く支払いを担保するため、発行会社の現在又は将来の財産、資産又は収益の全部又は一部の上に、いかなる証券の

所持人のためにも、抵当権、質権、譲渡担保、チャージその他の担保権を設定せず、又は設定させないものとす

る。ただし、いずれの場合においても同時に、本社債が、かかる証券若しくは保証、又は補償義務若しくは類似す

る義務と同順位とされるように同等かつ比例的に担保されるか、受託会社がその絶対的裁量において本社債権者に

重大な不利益とならないと判断するその他の担保が提供されている場合、又は本社債権者の特別決議（信託証書に

定義される。）によって承認される場合は、この限りではない。上記にかかわらず、(ⅰ)発行会社の財産、資産又

は収益の一部の分離（自己信託による分離を含むがこれに限られない。）又は担保権の設定に関する取決めのう

ち、いずれの場合もカバード・ボンドの発行を目的とするものは、かかる取決めがカバード・ボンドに関する日本

の法令（以下「カバード・ボンド規則」という。）を遵守し、かつそれにより要求又は許容される範囲でのみ締結

されており、かつ分離される財産、資産又は収益が、カバード・ボンド規則に基づきカバード・ボンドの発行の担

保として適格であるか、又はカバード・ボンドに係る請求を満たすために優先して充当されるものである場合に限

り、許容され、本社債に対する担保の提供は要求されないものとし、(ⅱ)発行会社の財産、資産又は収益の一部の

分離（自己信託による分離を含むがこれに限られない。）に関する取決めのうち、日本以外の金融機関により発行

されるカバード・ボンドと実質的に類似する有価証券の発行を目的とするものは、許容され、本社債に対する担保

の提供は要求されないものとする。 

 なお、本項において、「証券」とは、(ⅰ)(A)日本円以外の通貨で若しくは日本円以外の通貨を参照して支払われ

るべきものとされているか又は支払いを要求することができ、かつ(B)その元本総額の50％超が発行会社によるか

その授権に基づき当初日本国外で販売され、(ⅱ)返済期限（発行会社の選択又は発行会社の債務不履行により到来

する場合を除く。）が発行日から３年を超えるものであり、かつ(ⅲ)日本国外の証券取引所、店頭市場その他類似

する証券市場で付値、上場又は通常の取引が行われる社債（ボンド、ノート）、債務証書その他の有価証券又はそ

れにより表章される債務をいう。 

 

(6）租税 

 本社債及び利札に関する元利金の支払いは全て、日本国又は日本国の課税当局により賦課される現在又は将来の

あらゆる性質の公租公課（以下「税金等」という。）の一切について源泉徴収又は控除されることなく行われるも

のとする。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上要求される場合はこの限りでない。その場合、発行会社は、

本社債及び利札の所持人が、かかる源泉徴収又は控除が要求されなければ受領したであろう金額を受領するよう追

加金額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合、本社債又は利

札についてかかる追加額は支払われないものとする。 

（ⅰ）実質所有者が、日本国の非居住者又は外国法人であり、(a)本社債若しくは利札を所持していること以外に

日本国との関係を有すること、又は(b)租税特別措置法（下記に定義される。）第６条第４項に定める発行会

社と特殊な関係を有する者（以下「発行会社の特殊関係者」という。）であることを理由として、本社債又

は利札について税金等の支払義務を負う場合。 

（ⅱ）実質所有者が、当該源泉徴収又は控除の免除を受けることができるにもかかわらず、利子受領者情報（下記

に定義される。）の提供、若しくは当該本社債若しくは利札が（呈示が必要な場合には）呈示される支払代

理人に対する非課税適用申告書（下記に定義される。）の提出に係る要件を遵守せず、又はその利子受領者

情報が参加者（下記に定義される。）及び国際決済機関を通じてかかる支払代理人に適切に伝達されなかっ

た場合。 
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（ⅲ）実質所有者が、日本の税制上、日本国の居住者若しくは内国法人としての取扱いを受ける者である場合（た

だし、(A)利子受領者情報の提供又は非課税適用申告書の提出に係る要件を充足している国内金融機関等

（下記に定義される。）、及び(B)自らが指名した国内における支払の取扱者を通じて当該本社債に対する利

子の支払いを受けることから発行会社による税金等の源泉徴収又は控除の適用を受けないことを当該支払代

理人に（直接又は参加者その他を通じて）適切に通知した日本国の居住者又は内国法人を除く。）。 

（ⅳ）関連日から30日が経過した後に支払呈示された場合。ただし、その所持人が当該30日目の日に支払呈示した

とすれば支払いを受ける権利を有していた追加額についてはこの限りでない。 

（ⅴ）所持人が、受認者若しくは組合であり又は本社債若しくは利札についての元金若しくは利息の支払いに係る

唯一の実質所有者ではなく、かつ、当該支払いを、当該受認者に係る受益者若しくは委託者、当該組合の組

合員又は（所持人以外の）実質所有者の所得に含めることを、日本法が、税法の目的上要求している各場合

において、仮にかかる受益者、委託者、組合員又は実質所有者が当該本社債又は利札の所持人だとしたら、

追加額の支払いを受けることができないとき。 

（ⅳ）上記(ⅰ)乃至(ⅴ)の複数に該当する場合。 

 

 本社債又は利札が国際決済機関の特定の参加者又は特定の金融仲介機関（以下、それぞれ「参加者」という。）

を通じて保有されている場合において、税金等に関して発行会社による源泉徴収又は控除を受けることなく支払い

を受けるためには、当該実質所有者が(A)日本国の非居住者若しくは外国法人（発行会社の特殊関係者を除く。）で

あるか、又は(B)租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。）及び同法施行令（昭和32年政令第

43号。その後の改正を含む。）（これらに基づく省令その他の規則と総称して、以下「租税特別措置法令」とい

う。）に定める特定の種類に該当する日本の金融機関（以下「国内金融機関等」という。）である場合には、租税特

別措置法令の定めに従い、当該実質所有者は、参加者に対して当該本社債の保管を委託する時点で、当該実質所有

者が税金等の源泉徴収又は控除を免除されることを参加者が証明することを可能とするために租税特別措置法令に

定める所定の情報（以下「利子受領者情報」という。）を提供するものとし、また、当該免除を受けられなくなっ

た場合（日本国の非居住者又は外国法人である実質所有者が発行会社の特殊関係者となった場合を含む。）には、

参加者にその旨通知するものとする。 

 本社債又は利札が参加者により保有されない場合において、税金等に関して発行会社による源泉徴収又は控除を

受けることなく支払いを受けるためには、当該実質所有者が(A)日本国の非居住者若しくは外国法人（発行会社の

特殊関係者を除く。）であるか、又は(B)国内金融機関等である場合には、租税特別措置法令の定めに従い、当該実

質所有者は、利息の支払いを受ける都度、それに先立ち、当該支払代理人に対して、支払代理人から取得した様式

による源泉徴収の免除にかかる申請書（以下「非課税適用申告書」という。）に、当該実質所有者の氏名及び住所

（並びに、適用のある場合には、日本の個人番号又は法人番号）、本社債の名称、関連する利払期日、利息の金額

並びに当該実質所有者が非課税適用申告書を提出する資格を有する旨等を記載した上、身分証明及び居住地に関す

る証明文書を添付して提出するものとする。 

 本書において、本社債又は利札に関する「関連日」とは、それについて最初に支払期限が到来する日をいう。た

だし、かかる日までに支払額の全額を代理人又は受託会社が適法に受領していない場合は、支払われるべき金額の

全額が受領され、その旨の通知が第(9)項に従って本社債権者に対して適法に行われた日をいう。本項における

「元金」、「利息」及び／又は「元利金」への言及は、本項又は信託証書に従いそれに追加して若しくはそれに代わ

って行われる保証若しくは誓約に基づいて支払われる追加額を含むとみなされる。 

 

日本国の租税 

 以下は本社債に関する日本国の居住者（永住者）である個人及び内国法人についての本書提出日現在施行されて

いる日本国の租税に関する法令（以下「日本の税法」という。）上の本社債に係る特定の課税関係についての、一

般的な説明である（本社債に係る日本国の課税関係を包括的に説明するものではない）。今後の日本の税法の改正

等により下記内容に変更が生じる可能性がある。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、

本社債に投資することによる個別具体的な課税関係等について各自の税務顧問に相談する必要がある。 

 日本の税法上、本社債は普通社債として取り扱われ、本社債の利息は一般的に利息として取り扱われるものと考

えられる。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われかつ

国内における支払の取扱者を通じて交付される場合には、租税特別措置法第３条の３第６項に定義される公共法人

等、金融機関及び金融商品取引業者等が同項の条件に従い源泉徴収免除の取扱いを受ける場合を除いて、日本の税

法上、当該支払の取扱者により、日本国の居住者である個人については20.315％（15.315％の所得税及び復興特別

所得税並びに５％の住民税の合計）、内国法人については15.315％（所得税及び復興特別所得税）の源泉税を課さ

れる。復興特別所得税は、2013年１月１日から2037年12月31日の間、所得税額の2.1％として所得税と併せて課さ

れる。 
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 日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本社債の利息については、上記に説明した源泉税が徴収された

上で、20.315％（15.315％の所得税及び復興特別所得税並びに５％の住民税の合計）の税率により申告分離課税の

対象となり、当該源泉税の額は申告納付すべき所得税及び復興特別所得税の額から控除される。ただし、申告不要

制度を選択し当該源泉税の徴収により課税関係を終了させることも可能である。 

 内国法人においては、法人税が非課税となる内国法人を除き、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税

及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税から控除

することができる。 

 なお、上記の日本国の居住者たる個人及び内国法人は、国内における支払の取扱者を通じて本社債の利息の交付

を受ける場合には、本社債の利息につき発行体による源泉徴収が別途なされないように、その旨を本社債の支払代

理人に周知しておくべきである。 

 日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、20.315％（15.315％の所得税及び復興特別所

得税並びに５％の住民税の合計）の税率により申告分離課税の対象となる。ただし、金融商品取引業者等に開設さ

れた特定口座の源泉徴収選択口座において、20.315％（15.315％の所得税及び復興特別所得税並びに5％の住民税

の合計）の税率による源泉徴収により課税関係を終了させ申告不要とすることも可能である。 

 内国法人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、損金又は益金として日本国の法人税及び地方税の課税所得の計

算に算入される。 

 日本国の居住者である個人が本社債の償還を受けた場合の償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315％

（15.315％の所得税及び復興特別所得税並びに５％の住民税の合計）の税率により申告分離課税の対象となる。た

だし、上記同様、特定口座の源泉徴収選択口座における源泉徴収により課税関係を終了させ申告不要とすることも

可能である。 

 内国法人が本社債の償還を受けた場合の償還差損益は、損金又は益金として日本国の法人税及び地方税の課税所

得の計算に算入される。 

 日本国の居住者である個人について、申告分離課税を選択すること及びその他の法令に規定する要件及び制限に

従い、本社債を含む特定公社債の利子所得と譲渡所得間並びに上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したも

のに限る。）及び譲渡所得等との損益通算、並びに譲渡損失の翌年以後３年間の繰越控除が認められる。 

 日本国の居住者である個人については、上記に述べた各課税方式について、所得税（国税）と住民税（地方税）

とで異なる取扱いを受けることはできない。 

 

(7）消滅時効 

 本社債に関する元金の支払請求権は、該当する関連日から10年が経過した時点で時効消滅し、本社債に関する利

息（もしあれば）の支払請求権は、該当する関連日から５年が経過した時点で時効消滅する。 

 

(8）債務不履行事由・執行 

(a）債務不履行事由 

 下記事由（以下それぞれ「債務不履行事由」という。）が一つでも発生しかつ継続している場合、受託会社

は、信託証書の規定に従い、その裁量で、本社債がその期限の利益を喪失し、経過利息と共に、その期限前償還

金額（第(2)項(b)に記載される。）で直ちに支払われるべき旨を発行会社に通知することができる。また、その

時点における本社債の未償還額面金額の25％以上を所持する本社債権者から書面で要求された場合、又は特別決

議により指示を受けた場合は、（いずれの場合もその満足する補償、担保又は前払の１つ又は複数を受けること

を条件として）受託会社はかかる通知をしなければならない。ただし、下記(A)に定める事由が発生した場合を

除き、受託会社は、その意見において当該事由が本社債権者の利益を著しく損なう旨を証明しなければならな

い。 

(A）本社債について支払期限の到来した元金額又は利息額の支払いを本社債要項に従った時期及び方法で履行せ

ず、当該不履行が30日を超えて継続した場合 

(B）本社債又は信託証書上のいずれかの義務、条件又は規定（本社債のいずれかについて支払期限の到来した金

額の支払義務を除く。）の発行会社による履行又は遵守について不履行があり、（受託会社が、当該不履行が

治癒可能であると思料する場合に限り）当該不履行が、その治癒を要求する受託会社から発行会社に対する

最初の書面による通知から30日以内（又は受託会社が認めるより長い期間内）に受託会社の満足のいくよう

に治癒されなかった場合 

(C）10,000,000米ドル（又は他通貨におけるその相当額）以上の発行会社の借入金（信託証書に定義される。）

に係る債務が、(ⅰ)当該債務の所持人によって又はそのために、当該債務の条件又は当該債務に関する契約

に従って期限の利益を喪失するか、又は(ⅱ)当該債務が満期到来時に弁済されず、かかる不履行がそれに適

用される猶予期間（もしあれば）の期間内に治癒されない場合 
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(D）管轄裁判所により発行会社に対して破産若しくは倒産を宣告する命令があり、又は発行会社について日本国

の適用ある破産法若しくは会社更生法に基づく発行会社の更生を求めて適切に行われた申立てを承認する命

令があった場合で、当該命令がその後60日以内に解除されず又は取り下げられない場合、又は、管轄裁判所

により、日本国の適用ある破産法若しくは会社更生法に基づいて、発行会社又はその財産の全部若しくは実

質上全部について、又はその解散若しくは事業の清算について、破産若しくは倒産手続における管財人、清

算人、倒産受託者若しくは譲受人の指名に係る命令があり、当該命令がその後60日以内に解除又は取り下げ

られない場合 

(E）発行会社が破産手続開始決定を求める手続を提起した場合、発行会社が自社に対して提起された破産手続に

同意した場合、発行会社が日本国の適用ある破産法又は会社更生法に基づく会社更生又は取決めを求める申

立書、答弁書又は同意書を提出した場合、又はかかる申立書の提出に同意した場合、発行会社又はその財産

の全部若しくは実質上全部について破産若しくは倒産手続における管財人、清算人、倒産受託者若しくは譲

受人の指名に同意した場合、その債権者のための譲渡を行った場合、債権者と和解した場合、支払不能を書

面で認めた場合、又は発行会社が上記の目的のいずれかのために会社行為を行った場合 

(F）発行会社がその業務の全部又は実質的に全部を停止し、又はその資産の全部若しくは実質的に全部を処分し

た場合（ただしいずれの場合についても、本社債の受託会社が承認した、又は本社債権者の特別決議で承認

された条件による企業統合、企業融合、合併又は組織再編を目的とする場合若しくはこれらに従った場合を

除き、又は、存続企業が本社債に基づく発行会社の義務の全てを有効に引き受ける企業統合、企業融合、合

併又は組織再編を目的とする場合若しくはこれらに従った場合を除く。） 

 上記(C)において、米ドル以外の通貨建ての債務の金額は、換算の必要が生じた日においていずれかの主要銀

行が発表する関連通貨に対する米ドルの直物のオファー・レートにより米ドル換算する。 

 

(b）執行 

 本社債権者又は利札所持人は発行会社に対して直接執行手続を行うことはできない。ただし、かかる手続を行

う義務を負う受託会社が、合理的な期間内にこれを履行せず、かかる不履行が継続している場合はこの限りでな

い。受託会社は、(ⅰ)本社債権者の特別決議により指示された場合、又は本社債の未償還額面金額の25％以上を

所持する本社債権者から書面で要求された場合で、かつ(ⅱ)その満足のいく補償、担保又は前払の１つ又は複数

を受けた場合を除き、かかる手続を提起することを要しない。 

 

(9）通知 

 本社債の所持人に対する全ての通知は、ロンドンにおいて刊行されている英語による主要日刊紙又はその他ヨー

ロッパにおいて一般に刊行されている英語による日刊紙で受託会社による承認を受けたものに掲載された場合、有

効となる。かかる通知が日刊紙に掲載される場合、ロンドンにおいては「Financial Times」紙に、ルクセンブル

グにおいては「Luxemburger Wort」紙に掲載される予定である。かかる通知は、所定の要領で行われた最初の掲載

日になされたものとみなす。前記の要領により通知を掲載することが実務的でない場合は、受託会社の承認するそ

の他の要領によって通知を行うものとし、かかる通知は受託会社が承認する日になされたものとみなす。 

 本社債について確定社債券が発行されるまで、本社債を表章する全ての大券がユーロクリア及びクリアストリー

ム・ルクセンブルグのために保有されている限り、かかる日刊紙への掲載に代わり、ユーロクリア及びクリアスト

リーム・ルクセンブルグから本社債の所持人に連絡せしめる目的で、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセ

ンブルグに対して当該通知を交付することができる。当該通知は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセン

ブルグに対する当該通知日をもって、本社債の所持人に対しなされたものとみなす。 

 利札所持人は、あらゆる目的において、本項に従った本社債権者に対する通知内容を通知されたものとみなされ

る。 

 本社債の所持人が行う通知は、（関連ある本社債と共に）書面によりこれを代理人に提出することによりなされ

るものとする。本社債のいずれかが大券により表章されている間の当該通知は、本社債の所持人から、代理人並び

にユーロクリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグ（場合による）が本目的上承認する方法で、ユーロ

クリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグ（場合による）を通じて代理人に対し行うことができる。 

 

(10）社債権者集会に関する事項、修正、放棄、承認及び交代 

 信託証書には、本社債権者の特別決議による本社債要項又は信託証書の規定の変更を含め、本社債権者の利益に

影響する事項を検討するための社債権者集会の招集に関する規定が定められている。かかる社債権者集会は、発行

会社又は受託会社がこれを招集することができ、また、発行会社は、その時点における本社債の未償還額面金額の

10％以上を所持する本社債権者により署名された招集請求書を受領した場合は、社債権者集会を招集しなければな

らない。社債権者集会における特別決議の可決については、その時点における本社債の未償還額面金額の過半数を

所持又は表章する１名若しくは複数の本社債権者の出席をもってその定足数とし、延会においては、額面金額の下
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限はなく、１名若しくは複数の本社債権者の出席をもってその定足数とする。ただし、本社債要項の特定の規定の

変更（(ⅰ)本社債の満期日又は利息の支払期日の変更、(ⅱ)本社債の元金の減額若しくは消却又は本社債に関する

利率の引下げ、又は(ⅲ)本社債又は利札の支払通貨の変更を含む。）又は信託証書の特定の規定の変更を含む特別

決議の可決については、その時点における本社債の未償還額面金額の３分の２以上（延会においては３分の１以

上）を所持又は表章する１名若しくは複数の本社債権者の出席をもってその定足数とする。社債権者集会において

可決された特別決議は、本社債権者（当該集会に出席したかどうかを問わない。）及び利札所持人の全員を拘束す

る。信託証書には社債権者集会の全部又は一部を電子プラットフォームを通じてバーチャルに開催できる規定も定

められている。 

 信託証書の規定によれば、本社債の未償還額面金額の90％以上の所持人により又はそのために署名された書面に

よる決議は、社債権者集会で適法に可決された特別決議として有効である。かかる書面決議は、１名若しくは複数

の本社債権者により又はそのために署名された、１部の書面又は同一の様式の複数の部数の書面で行うことができ

る。信託証書には電子的同意による決議に関する規定も定められている。 

 信託証書の規定によれば、受託会社は、本社債権者の利益を著しく損なうものではないと受託会社が判断する場

合には、本社債権者又は利札所持人の同意を得ずに、本社債要項又は信託証書の規定の修正（一部の例外に服す

る。）又は当該規定の違反若しくは違反の提案に対する権利放棄又は承認に同意することができ、また形式的、軽

微若しくは技術的な性質であるか、明白な誤謬を訂正するためである場合には、本社債要項又は信託証書の規定の

修正に同意することができる。かかる修正、放棄、承認又は決定は、本社債権者及び利札所持人を拘束するものと

し、受託会社が別段の合意をしない限り、かかる修正は第(9)項に従って本社債権者に対し可及的速やかに通知さ

れるものとする。 

 受託会社は、発行会社の子会社が、本社債、利札及び信託証書に基づく主たる債務者としての発行会社（又は本

項に基づき交代したその後任者）にとって代わることについて、本社債権者又は利札所持人の同意を得ずに、発行

会社に同意することができる。ただし、(a)本社債が発行会社により保証されること、(b)かかる交代が本社債権者

の利益を著しく損なうものではないと受託会社が判断すること、及び(c)信託証書に規定されるその他の一定の条

件が満たされることを条件とする。 

 かかる交代は、その後14日以内に第(9)項に従って本社債権者に対し通知されるものとする。 

 受託会社は、その受託、権限、権原又は裁量権の行使（修正、放棄、承認又は交代に関するものを含むが、これ

らに限定されない。）に際しては、地位としての本社債権者の利益について考慮するものとし、とりわけ（ただし

これに限定されない。）、個々の本社債権者及び利札保持人が、その目的を問わず特定の地域に居住若しくはその他

の関係を有し又はその法管轄に服している結果として受託会社による権限行使により受ける影響については考慮し

ない。受託会社は、第(6)項の規定及び／又は信託証書に従い同規定に追加され若しくはこれを代替する約束に定

められている場合を除き、受託会社の権限行使が個々の本社債権者又は利札保持人に及ぼす税制上の影響につい

て、発行会社又はその他一切の者に対し、一切の補償又は支払いを要求する権利を有さず、また本社債権者又は利

札所持人は、当該税制上の影響について、発行会社又はその他一切の者に対し、一切の補償又は支払いを主張する

権利を有さない。 

 

(11）準拠法等 

(a）準拠法 

 信託証書、本社債及び利札並びにこれらから生じるか又はこれらに関連する契約外の義務は、いずれも英国法

を準拠法とし、その解釈は英国法に従う。 

 

(b）裁判管轄 

 発行会社は、信託証書において、受託会社、本社債権者及び利札所持人の独占的利益のために、信託証書、本

社債又は利札から生じるか又はこれらに関連する紛争の一切の解決に際しては、英国の裁判所が管轄を有するこ

と、及びこれに従い、信託証書、本社債又は利札から生じるか又はこれらに関連する訴訟その他の法律手続（以

下「訴訟等」という。）については、これをかかる裁判所に提起することができることに同意した（かかる同意

は取り消すことができない。）。発行会社はさらに、信託証書において、かかる裁判所において、訴訟等の裁判管

轄地を理由とするか又は訴訟等が不便宜法廷地に提起されたことを理由とする異議申立の一切を放棄し（かかる

放棄は取り消すことができない。）、また、英国の裁判所に提起された訴訟等に対する判決が終局的に発行会社を

拘束し、その他のあらゆる管轄地の裁判所により執行可能であることに同意した（かかる同意は取り消すことが

できない。）。本規定は、発行会社に対する訴訟等を別の管轄裁判所に提起する権利に影響を及ぼすものではな

く、また、１又は複数の管轄地において訴訟等を遂行することは、（同時に遂行されるか否かを問わず）その他

の管轄地において当該訴訟等を遂行することを排除するものではない。 
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(c）訴状送達 

 発行会社は、信託証書において、株式会社みずほ銀行ロンドン支店を、英国における訴訟等に関する発行会社

の送達代理人に任命した（文書は「Head of Legal Department」宛とすること。）。発行会社は、株式会社みずほ

銀行ロンドン支店が送達代理人として行為することができなくなった場合、受託会社による承認を受けた他の者

を英国における訴訟等に関する発行会社の送達代理人として任命することに同意した。 

 

(12）その他 

(a）権利 

 以下に定めるとおり、無記名式の本社債券及び利札の所有権は交付により移転する。管轄裁判所の命令又は法

律により別段求められる場合を除き、発行会社、受託会社、代替代理人（代理人契約に定義される。）及び支払

代理人は、全ての目的上、無記名式の本社債券又は利札の持参人を絶対的所有者とみなし取り扱うものとする

（当該本社債券又は利札が未払いであるか否かを問わず、また、かかる所有権の通知若しくは書面又は過去の紛

失若しくは盗難を問わない。）が、大券については、次の段落に定める事項を侵さないものとする。 

 本社債が、ユーロクリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグのために預託される大券により表章さ

れている限りにおいて、本社債の特定の額面金額の所持人として、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセ

ンブルグの記録にその時々に表示される各人（ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを除く。）

は、本社債の元金又は利息の支払行為を除いた全ての目的において、発行会社、受託会社及び支払代理人によ

り、当該本社債の額面金額の所持人として取り扱われ、本社債の元金又は利息の支払行為の目的においては、関

連ある大券の所持人が、当該大券の条件に従い、発行会社、受託会社及び支払代理人により、当該本社債の額面

金額の所持人として取り扱われる（「本社債権者」、「本社債の所持人」及び類似する表現は、上記に応じて解釈

されるものとする。）。上記のとおり特定の者が本社債の特定の額面金額に権利を有するか否かを決定するに当た

っては、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの発行する証明書又はその他の文書に依拠するこ

とができ、そのように依拠した場合、かかる証明書又はその他の文書は、明白な誤謬のない限り、終局的であ

り、全ての目的において拘束力を有するものとする。大券により表章される本社債は、その時々におけるユーロ

クリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグ（場合による）の規則及び手続によってのみ譲渡することができ

る。 

 「ユーロクリア」及び／又は「クリアストリーム・ルクセンブルグ」への言及は、文脈上認められる場合は随

時、発行会社、関連あるディーラー、受託会社及び代理人により承認される追加又は代替の決済機関に対する言

及を含むものとみなされる。 

 

(b）代替社債券及び利札 

 本社債券又は利札が、紛失、盗難、汚損、毀損又は滅失した場合、申請者が関連して生じた費用を支払い、か

つ発行会社が合理的に要求する証拠及び補償に関する条件に従うことを前提に、代理人のルクセンブルグに所在

する指定事務所又は受託会社が承認し第(9)項に従い通知がなされたその他の場所において、代替社債券の交付

を受けることができる。汚損又は毀損した本社債券又は利札は、当該代替社債券の交付前に提出するものとす

る。 

 

(c）追加発行 

 発行会社は随時、本社債権者又は利札所持人の同意なくして、本社債と同様の要項又は初回の利息金額及び利

払期日を除く全ての点において同様の要項が適用される追加の社債（無記名式）を設定又は発行することがで

き、かかる追加発行された社債は、本社債と統合され、本社債と共に単一のシリーズを構成する。 

 

(d）受託会社 

 信託証書には、受託会社がその満足する補償、担保又は前払の１つ又は複数を受けない限り本社債の返済実行

を求める法律上の手続を実施する義務につき免責される旨の規定を含め、受託会社の補償及び免責に関する規定

が含まれている。受託会社は、本社債権者による指示がない場合、その決定するところにより、かかる一切の行

為を行わないことができる。受託会社は、発行会社又はその子会社との間で事業取引を行うことができ、かかる

取引から得る利益について本社債権者又は利札所持人に説明する義務を負わない。 

 信託証書の規定に従うことを条件として、(ⅰ)受託会社はいつでも、遅くとも３ヶ月前までに発行会社に対し

書面で通知することにより辞任することができ、又は本社債権者の特別決議により解任されることがあり、ま

た、(ⅱ)発行会社は、新たに受託者を任命する権限を有し、かかる後任の受託者が任命されない場合、受託会社

はその後任者を任命する権利を有する（ただし、本社債権者の特別決議による承認を得ない限り、いかなる者の

任命も認められない。）。 

 受託会社は社債管理者ではない。受託者会社の権限及び義務は、信託証書及び準拠法である英国法により決定

され、社債管理者の権限及び義務と異なるものである。  
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(e）通貨の補償 

 発行会社は、本社債に基づき支払うべき一切の金額について、米ドル以外の通貨で表示された判決に従い弁済

又は賠償を行ったとしても、これをもって当該金額に関する発行会社の債務から免責されることはなく、又は当

該債務を履行したとみなされることもない（ただし、かかる弁済又は賠償の結果、本社債又は利札の所持人が、

その時々において支払われるべき全ての金額を現実に受領することとなる場合は、この限りでない。）。何らかの

理由により、本社債又は利札の所持人が現実に米ドル建てで受領した全額が、当初支払われるべきとされた金額

に満たない場合、発行会社は、別個独立の債務としてかかる不足額を補填するために必要な追加金額を支払うも

のとする。 

 

(f）1999年契約（第三者の権利）法 

 いかなる者も、1999年契約（第三者の権利）法に基づき本社債の要項を執行するためのいかなる権利も有さな

い。 
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＜本社債以外の社債に関する情報＞ 

 

第１【募集要項】 
  

該当事項なし 

 

 
第２【売出要項】 
   

以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又

は「発行登録追補書類」に記載します。 

 

１【売出有価証券】 
 【売出社債】 

  
未定 

  
２【売出しの条件】 
  

未定 

  
  

第３【その他の記載事項】 
  

該当事項なし 
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第二部【参照情報】 

第１【参照書類】 
 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。 

 

 １【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第23期（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）2025年６月17日関東財務局長に提出 

 

 ２【半期報告書】 

事業年度 第24期中（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）2026年１月５日までに関東財務局長に提出予定 

 

 ３【臨時報告書】 

１の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日（2025年８月29日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号の規定に基づく臨時報告書を2025年６月17日に関東財

務局長に提出 

 

第２【参照書類の補完情報】 
 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（以下「有価証券報告書」といいます。）に記載された「事業等のリ

スク」について、有価証券報告書の提出日以後直近の訂正発行登録書（以下「本訂正発行登録書」といいます。）提出

日（2025年８月29日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。 

また、有価証券報告書中における将来に関する事項は、本訂正発行登録書提出日現在においても変更の必要はないと

判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

  

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 
  

株式会社みずほ銀行本店 

（東京都千代田区大手町一丁目５番５号） 
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第三部【保証会社等の情報】 
  

該当事項なし 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

会社名 株式会社みずほ銀行 

代表者の役職氏名 取締役頭取  加藤 勝彦 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出している。 

２ 当社は、本邦において発行登録書の提出日（2024 年２月 14 日）以前５年間にその募集又は売出しに

係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券

面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。 

 

（参考） 

 2028年10月５日満期 米ドル建社債  （2023年10月６日の売出し） 

 券面総額又は振替社債の総額  240百万米ドル（邦貨換算額357億円）

 （上記邦貨換算額は、１米ドル＝148.75円（2023年10月６日現在における株式会社みずほ銀行発表の米ド

ルの日本円に対する対顧客電信直物売買相場の仲値）で換算されている。） 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 

１．事業内容の概要 

当行は、個人、中堅中小企業、大企業、金融・公共法人ならびに海外の日系・非日系企業を主要なお客さまとし、銀行

業務、その他の金融サービスに係る事業を行っております。 

当行には連結子会社 199 社および持分法適用関連会社 16 社（2025 年３月末現在）が属しており、当行を含む「みずほ

フィナンシャルグループ」は、銀行業務、信託業務、証券業務、その他の金融サービスに係る業務を行っております。 

 

事業系統図 

(2025 年３月 31 日現在) 

 

(注)１．主な関係会社のうち、複数のセグメントに係る事業を営んでいる会社は、主たるセグメントに記載しております。 

  ２．2025 年４月１日にみずほビジネスサービス株式会社は、商号をみずほグループサービシーズ株式会社に変更して

おります。 
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２．主要な経営指標等の推移 

(1) 連結経営指標等 

  

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

(自 2020 年 

   ４月１日 

至 2021 年 

   ３月 31 日) 

(自 2021 年 

   ４月１日 

至 2022 年 

   ３月 31 日) 

(自 2022 年 

   ４月１日 

至 2023 年 

   ３月 31 日) 

(自 2023 年 

   ４月１日 

至 2024 年 

   ３月 31 日) 

(自 2024 年 

   ４月１日 

至 2025 年 

   ３月 31 日) 

連結経常収益 百万円 2,501,840 3,384,186 5,107,646 8,076,082 8,064,837 

連結経常利益 百万円 392,869 413,688 721,643 806,522 988,015 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 351,024 322,506 516,347 567,170 768,151 

連結包括利益 百万円 726,014 △156,794 202,555 1,134,263 551,195 

連結純資産額 百万円 8,161,149 7,771,591 7,803,513 8,418,052 8,470,987 

連結総資産額 百万円 206,383,490 216,805,067 232,406,406 255,273,869 256,099,451 

１株当たり純資産額 円 502,558.32 478,281.29 480,185.08 517,981.86 521,155.33 

１株当たり当期純利益金額 円 21,733.15 19,967.49 31,968.83 35,115.47 47,558.89 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 21,733.12 19,967.47 31,968.78 35,115.42 47,558.83 

自己資本比率 ％ 3.93 3.56 3.33 3.27 3.28 

連結自己資本利益率 ％ 4.47 4.07 6.67 7.03 9.15 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 15,985,689 4,923,585 6,983,261 3,827,577 △4,547,005 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △10,108,593 △1,824,101 6,599,331 2,176,137 3,960,667 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 972,463 △558,641 48,030 △562,079 △51,950 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
百万円 44,619,944 47,777,153 62,229,787 69,364,170 68,605,957 

従業員数 
人 

34,578 33,157 32,238 33,154 32,923 

［外、平均臨時従業員数］ [13,051] [11,765] [10,918] [10,534] [10,054] 

(注)１．自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末株式引受権－期末新株予約権－期末非支配株主持分)を期末資産の部

の合計で除して算出しております。 

２．連結株価収益率については、当行は株式が非上場であるため、記載しておりません。 
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 (2) 当行の経営指標等 

回次 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第 22 期 第 23 期 

決算年月 2021 年３月 2022 年３月 2023 年３月 2024 年３月 2025 年３月 

経常収益 百万円 2,132,943 2,147,111 3,665,159 6,109,353 6,379,900 

経常利益 百万円 278,066 210,858 559,170 545,600 736,087 

当期純利益 百万円 267,389 176,581 396,161 372,197 573,494 

資本金 百万円 1,404,065 1,404,065 1,404,065 1,404,065 1,404,065 

発行済株式総数 

千株 

          

普通株式 16,151 16,151 16,151 16,151 16,151 

第二回第四種優先株式 64 64 64 64 64 

第八回第八種優先株式 85 85 85 85 85 

第十一回第十三種優先株式 3,609 3,609 3,609 3,609 3,609 

純資産額 百万円 7,393,218 6,857,672 6,650,894 6,886,588 6,754,415 

総資産額 百万円 198,883,298 209,040,119 226,277,135 245,717,469 240,978,492 

預金残高 百万円 128,279,005 133,633,887 145,157,919 154,407,832 153,047,861 

貸出金残高 百万円 82,074,591 82,962,457 87,280,378 91,884,028 91,615,228 

有価証券残高 百万円 43,720,657 44,608,181 37,110,218 37,809,325 34,405,103 

１株当たり純資産額 円 457,739.56 424,582.07 411,779.74 426,372.35 418,189.03 

１株当たり配当額 

円 

          

普通株式 10,867 9,984 31,969 30,957 30,957 

(内１株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-) 

第二回第四種優先株式 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

(内１株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-) 

第八回第八種優先株式 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 

(内１株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-) 

第十一回第十三種優先株式 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

(内１株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-) 

１株当たり当期純利益金額 円 16,555.03 10,932.79 24,527.72 23,044.00 35,506.99 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 16,555.01 10,932.78 24,527.69 23,043.97 35,506.95 

自己資本比率 ％ 3.71 3.28 2.93 2.80 2.80 

自己資本利益率 ％ 3.68 2.47 5.86 5.49 8.40 

配当性向 ％ 65.64 91.32 130.33 134.33 87.18 

従業員数 
人 

27,659 25,897 24,652 24,784 23,827 

［外、平均臨時従業員数］ [8,892] [7,877] [7,218] [6,940] [6,660] 

(注)１．第 19 期および第 20 期に現物配当を実施しておりますが、１株当たり配当額および配当性向に含めておりません。 

２．自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。 

３．株価収益率については、当行は株式が非上場であるため、記載しておりません。 
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